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本構想を策定しない対応をとるなど、法改正に対応して総合計画に関する独自の取り組みを
行う動きが見られ始めている。
こうした動向に対し、市町村においては、法の枠組みがない中で、改めて総合計画の位置
づけとその内容を見直し、自らの責任と判断の基に、真に必要かつ有効な総合計画の策定と
その運用の仕組みを確立し、これを市民にわかりやすく示すことが必要となっている。

■	調査研究の目的
以上のような背景から、総合計画の課題をふまえた上で、市町村が総合計画を具体的な行
政活動にどのように活用していくことができるかを検討しておくことが必要である。そこで、
本調査研究では、地方自治法改正における基本構想策定義務づけ廃止に至った背景や、市町
村に何が期待されているかなどを明確にし、また、先進的事例の取り組みを研究することに
より、多摩・島しょ地域の市町村が実践的に活用することのできる総合計画のあり方を提示
し、今後の総合計画を取り巻く課題への対応策と、実効性がありかつ実用的な総合計画のあ
り方について提案する。
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Ⅱ．調査研究の概要

1	 調査研究手法

1− 1．総合計画の概要
（1） 現在に至る経緯と問題点
・	関連文献、資料の分析や有識者へのヒアリング調査により、総合計画を取り巻く社会経
済状況等をふまえた、総合計画の歴史的背景や今日に至るまでの変化を分析し、その問
題点を整理した。

【調査・分析対象文献】
①「市町村計画策定方法研究報告」（1966年）財団法人国土計画協会
②「基本構想の策定要領について（通知）」（1969年自治省行政局長通知）
③「市町村計画の体系と参加：市町村計画の策定方法に関する研究報告書」（1982年）　自治省行政局
④「自治体と総合計画―現状と課題―」（2002年）財団法人日本都市センター
⑤「総合計画制度の原型・変容・課題」（都市問題2003年10月）松井望
⑥「ローカル・マニフェストによる地方のガバナンス改革」（2005年）株式会社ＵＦＪ総合研究所（現	
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

⑦「日本の自治体計画」（財団法人自治体国際化協会2010年）大杉覚
等

【ヒアリング対象とする有識者】
＊大杉覚　首都大学東京　都市教養学部　教授
＊松井望　首都大学東京　都市教養学部　准教授

（2） 地方自治法改正の内容と影響
・	関連文献、資料の分析により、地方自治法改正の背景、目的、内容について分析、整理
するとともに、市町村に求められる対応など、総合計画及びその運用への影響と今後の
動向について検討した。

【調査・分析対象文献】
①「地方分権改革にあたっての基本的な考え方」（2007年）地方分権改革推進会議
②「地方分権改革推進会議第１～４次勧告」（2007年）地方分権改革推進会議
③「『地域主権』で変わる『総合計画』の作り方と評価」（月刊ガバナンス2010年４月）　　牛山久二彦
④「総合計画に基づく政策マネジメントの射程（1）～（3）」（月刊自治フォーラム2010年７～９月）大杉覚

等
【ヒアリング対象とする有識者】
（1）と同様

1 − 2．市町村の状況把握
・	多摩・島しょ地域の市町村の現行の総合計画を収集し、それぞれ１－１で整理した問題
点に対し、どのように対応しているのかを調査、整理し、その傾向を分析した。
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Ⅲ . 調査分析編

1	 総合計画の概要

1− 1．現在に至る経緯と問題点
（1） 総合計画導入の経緯と構成及び内容

①　導入以前の状況
・	市町村において自団体の行政全般を総合的に網羅した計画は、一部自主的に策定してい
る市町村があった可能性はあるものの一般的には策定されておらず、計画に基づく行政
は、主として施設整備や基盤整備に係る分野においてのみ、限定的に行われるに留まっ
ていた。

・	昭和28（1953）年の「町村合併促進法」に基づく「新町村建設計画」が基礎的自治体の行
政全般に係る計画として策定されているが、これは合併自治体に限定されているととも
に、その内容も合併の促進・支援措置としての補助金を活用した施設整備計画としての
性格の強いものであったとされる1。

・	以上のとおり、総合計画導入以前は、市町村においては、その所管領域のすべてを総合
的に取りまとめた計画は存在していなかった。

②　導入の経緯
・	昭和35（1960 ）年頃から経済の高度成長を背景として市町村においても工業開発を中心
とする地域開発への関心が高まり、総合開発計画といった性格の計画が策定され始めた。
また、昭和40（1965 ）年頃には約半数の府県において、市町村が作る総合開発計画の作
成要領を作成し、市町村に対して総合開発計画作成の推進・指導を行っていた2。

・	こうしたなかで、旧自治省から財団法人国土計画協会への委託調査として新たな市町村
計画のあり方に関する調査研究が行われ、昭和41（1966）年３月にその成果が「市町村
計画策定方法研究報告」（以下、「研究報告」という。）として取りまとめられ、公表された。

・	この「研究報告」の内容を基礎として、昭和44（1969）年の地方自治法改正により、市町
村における基本構想の策定義務づけに係る規定が設けられた。同報告であるべき市町村
計画の原型として示されている「基本構想－基本計画－実施計画」の計画体系のうち、
その最上位に位置する基本構想の策定が法的に義務づけられたことで、多くの市町村が
同報告の計画体系にそって市町村計画を策定することとなったと考えられる。

・	また、地方自治法改正とあわせて、当時の自治省から行政局長名の都道府県知事宛の通
知として、昭和44年９月13日付けで「基本構想の策定要領について（通知）」（以下、「策
定要領」という）が発出されている。この通知は、地方自治法第245条の４（注）に基づ
くもので、法的な裏づけのある国からの「助言」であり、強制力はないものの強い影響

1　松井望「総合計画制度の原型・変容・課題」（「都市問題」（東京市政調査会）平成15（2003）年10月号）
2　財団法人国土計画協会「市町村計画策定方法研究報告」昭和41年３月
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【調査対象】
・多摩・島しょ地域の市町村（計39市町村）の現行総合計画

・	多摩・島しょ地域及び特別区の企画部局（総合計画担当）へ郵送配布によりアンケート
調査を実施した。

【調査手法】
・郵送配布・郵送（またはメール）回収
【調査検討項目】
■総合計画の策定状況
■地方自治法改正に伴う影響
■総合計画の課題と対応方針（意向）
■自治基本条例の有無と総合計画との関係
【調査対象】
・多摩・島しょ地域及び特別区の62市区町村

1 − 3．先進事例の研究
・	総合計画及び策定への市民参加や進行管理などの仕組み・手法に係る公表資料を含
む関連文献や資料の分析、総合計画の策定（Plan）・運用（Do）・進行管理（Check、
Action）のいずれかの局面において先進的な取り組みが見られる先進市区町村へのヒア
リング調査により、先進市区町村における総合計画及びその運用に係る取り組みを抽出、
分析し、その知見を分析・検討全般に活用した。

【調査手法】
・文献調査、ヒアリング調査
【調査対象事例】
・東京都多摩市企画政策部企画課
・東京都三鷹市企画部企画経営課
・東京都狛江市企画財政部政策室
・東京都武蔵野市総合政策部企画調整課
・東京都府中市政策総務部政策課
・東京都江東区政策経営部企画課
・神奈川県藤沢市経営企画部経営企画課
・青森県弘前市企画部企画課
・岩手県滝沢村企画総務部企画総務課

2	 調査研究の実施体制

・	本調査研究は、公益財団法人東京市町村自治調査会と三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルテ
ィング株式会社の共同調査研究で実施するとともに、ビズデザイン株式会社代表取締役
（明治大学商学部特任准教授）木村乃氏にアドバイザーとして指導、助言をいただいて実
施した。
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